
医中誌 Web 代行検索の許可条件に関する規定 

 

 

医学中央雑誌 Web 版（以下、「医中誌 Web」とする）による代行検索について、

契約者が下記の条件を同意することにより、特定非営利活動法人 医学中央雑

誌刊行会（以下、「刊行会」とする）が許可するものとする。 

 

記 

 

（目的） 

第１条 契約者が医中誌 Web を使用して依頼を受けた調査テーマに基づいて検

索を代行し、依頼者に検索結果の回答書を提供する業務を行うために規定する

ものである。なお、契約者が自ら設定した調査テーマ等、依頼に基づかない検

索結果の第三者への供与は行わないものとする。 

 

（ID およびパスワードの発行、管理） 

第 2条 代行検索を行うことができる ID およびパスワードは、刊行会が専用に

定めた ID およびパスワードに限る。なお、ID およびパスワードの管理は、契約

者が責任を負うものとする。 

 

（検索システム、索引体系の習熟） 

第 3 条 契約者は、医中誌 Web の検索システムおよび索引体系の習熟に努め、

変更があった時は速やかな確認に努めるものとする。 

 

（著作権等、および利用の制限） 

第 4 条 医中誌 Web で提供されるデータの著作権法上の権利は刊行会に帰属す

る。代行検索に当っては、契約者は以下について遵守するものとする。 

1．代行検索の依頼者への検索結果の提供方法は、代行検索で使用した端末機

から印刷した結果あるいはダウンロードデータとし、検索依頼 1 回につき出力

件数は最大で 200 件とする。200 件を越える場合は、別途、刊行会に許可を得る

ものとする。 

2．ダウンロードデータの場合は、電子メールに添付して依頼者に送ることが

出来るが、印刷物やインターネット上で第三者への配布や公開を行わないこと

を依頼者に遵守させるものとする。なお、契約者および代行検索の依頼者にお

けるダウンロードデータの保存可能期間は、最大で 1ヶ月以内とする。 

3．契約者は、代行検索の依頼者に対し、医中誌 Web で提供されるデータにお

ける著作権法の遵守を徹底させるものとする。 

 

（利用料金の支払い） 

第 5 条 代行検索の際の医中誌 Web 使用料金は、別途定めることとし、契約者

は期限までに遅延なく支払うものとする。 



 

（代行検索許可番号の記載） 

第 6 条 契約者は、医中誌 Web による代行検索の宣伝広報資料に、刊行会から

受けた医中誌 Web 代行検索許可番号を必ず記載するものとする。 

 

（提供の一時的な中断） 

第 7 条 刊行会は、天災、事変、予測出来ない回線上の障害、その他の不可抗

力により、医中誌 Web の提供が出来なかった場合、また、医中誌 Web のシステ

ムの保守、点検を定期的、または緊急に行う場合、一定期間､医中誌 Web を中断

することができるものとする。 

 

（免責事項） 

第 8 条 刊行会は、医中誌 Web の内容、および契約者が医中誌 Web を通じて得

る情報等について、その安全性、正確性、適用性､有用性等いかなる保証も行わ

ないものとする。また、刊行会は､医中誌 Web に関連して契約者が被ったいかな

る損害についても一切責任を負わないものとする。 

 

（契約期間） 

第 9条 契約期間は、契約開始日から 1年間とする。ただし、期間満了までに、

刊行会または契約者のいずれかが相手方に対して本契約を更新しない旨の文章

による通知がなされない限り、さらに 1 年間自動的に更新され、その後も同様

とする。 

 

（強制解約） 

第 10 条 契約者が本規定の定める条項に違反した場合、刊行会は事前の通知・

違反の是正の催告の上、契約を解約することができるものとする。 

 

（解約後の契約者の義務） 

第 11 条 契約者が解約をした場合においても、すでに代行検索により契約者に

生じた第 4条に定める義務は消滅しないものとする。 

 

（損害賠償） 

第12条 契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によ 

って刊行会に損害を与えた場合には、刊行会は当該契約者に対して刊行会が被

った損害の請求をすることができるものとする。 

 

（本規定の変更・改定） 

第 13 条 刊行会は、必要があると判断した場合には、刊行会が契約者に通知す

ることにより、本規定を変更し、または新たな条項を追加し改定することがで

きるものとする。 

 

（管轄裁判所） 



第 14 条  

1．本規定に定めのない事項に関しては、信義誠実の原則に基づき、刊行会と

契約者は誠意をもって協議の上､円満に解決を図るものとする。 

2．協議しても解決しない場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。 

 

以 上 
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